
令和７年度

福岡県小郡市一般会計補正予算書

（第９号）





　　　令和７年度小郡市一般会計補正予算（第９号）

　令和７年度小郡市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，９２２，３８０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　３０，４５２，０５５千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出

　予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加及び変更は、「第２表　繰越明許費補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加及び変更は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第４条　地方債の追加及び変更は、「第４表　地方債補正」による。

　　　　令和８年２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小郡市長　　加　地　良　光
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（歳入） (単位：千円)

款 項

 1 市税 ７，３０３，２６４ ３４０，６２０ ７，６４３，８８４

 1 市民税 ３，５９８，１３３ ９３，３０１ ３，６９１，４３４

 2 固定資産税 ３，１１０，５６７ ２４０，０００ ３，３５０，５６７

 3 軽自動車税 １８３，８５３ ７，３１９ １９１，１７２

12 地方交付税 ４，７４７，７５２ ３４０，９８４ ５，０８８，７３６

 1 地方交付税 ４，７４７，７５２ ３４０，９８４ ５，０８８，７３６

14 分担金及び負担金 １８２，７４５ ６，８９１ １８９，６３６

 1 分担金 ２４，４６３ ６，８９１ ３１，３５４

16 国庫支出金 ６，１４６，０３５ ３００，４６４ ６，４４６，４９９

 1 国庫負担金 ４，３４３，９５３ ２４，６８５ ４，３６８，６３８

 2 国庫補助金 １，７８３，４３５ ２７５，７７９ ２，０５９，２１４

17 県支出金 ２，８３２，８３７ １１１，３３６ ２，９４４，１７３

 1 県負担金 １，６７７，４００ ９，０６１ １，６８６，４６１

 2 県補助金 ９５９，７９９ １１１，９２９ １，０７１，７２８

 3 委託金 １９５，６３８ △９，６５４ １８５，９８４

18 財産収入 ３７，５６９ ２，２９６ ３９，８６５

 1 財産運用収入 ２５，５６８ ３，４４５ ２９，０１３

 2 財産売払収入 １２，００１ △１，１４９ １０，８５２

19 寄附金 ５２１，１９１ △６６，５４２ ４５４，６４９

 1 寄附金 ５２１，１９１ △６６，５４２ ４５４，６４９

20 繰入金 １，６８４，４９６ △６７０，７０２ １，０１３，７９４

 1 特別会計繰入金 ２８，９６２ ８，３００ ３７，２６２

 2 基金繰入金 １，６５５，５３４ △６７９，００２ ９７６，５３２

21 繰越金 ３５５，１７１ ４５３，４６８ ８０８，６３９

 1 繰越金 ３５５，１７１ ４５３，４６８ ８０８，６３９

22 諸収入 ７３５，２３３ △１３５，６３５ ５９９，５９８

第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補 正 前 の 額 補 正 額 計



(単位：千円)

款 項

 3 雑入 ７２８，７０２ △１３５，６３５ ５９３，０６７

23 市債 １，４４８，０００ １，２３９，２００ ２，６８７，２００

 1 市債 １，４４８，０００ １，２３９，２００ ２，６８７，２００

２８，５２９，６７５ １，９２２，３８０ ３０，４５２，０５５

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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(歳出） (単位：千円)

款 項

 2 総務費 ３，９５４，３２１ ２５８，０８７ ４，２１２，４０８

 1 総務管理費 ３，３２０，５８７ ２９１，２４２ ３，６１１，８２９

 2 徴税費 ３０４，３３２ △８，８１５ ２９５，５１７

 3 戸籍住民基本台帳費 １８３，９６０ △８，０４９ １７５，９１１

 4 選挙費 ８５，４６８ △１６，２９１ ６９，１７７

 3 民生費 １３，０５５，０７０ △４２，７８７ １３，０１２，２８３

 1 社会福祉費 ６，６０３，２３６ △７１，６９３ ６，５３１，５４３

 2 児童福祉費 ５，５７７，９９８ ２８，９０６ ５，６０６，９０４

 4 衛生費 ２，３４１，５９０ △８１，７４７ ２，２５９，８４３

 1 保健衛生費 １，１５６，８８４ △１０，９３９ １，１４５，９４５

 2 清掃費 １，１０８，４０３ △５７，８０８ １，０５０，５９５

 3 上水道費 ７６，３０３ △１３，０００ ６３，３０３

 5 労働費 １，９８７ △１，５００ ４８７

 1 労働諸費 １，９８７ △１，５００ ４８７

 6 農林水産業費 ４９９，６９６ ２３８，６０５ ７３８，３０１

 1 農業費 ４９１，９９２ ２３８，５５９ ７３０，５５１

 2 林業費 ７，７０４ ４６ ７，７５０

 7 商工費 ３７９，７３０ △３，９８０ ３７５，７５０

 1 商工費 ３７９，７３０ △３，９８０ ３７５，７５０

 8 土木費 ２，０５０，２０４ △１２０，２５８ １，９２９，９４６

 2 道路橋梁費 ６７５，６８５ △６６，９４０ ６０８，７４５

 3 河川費 ２７１，０８０ △６３，８７４ ２０７，２０６

 4 都市計画費 ８８８，９７４ １３，０４７ ９０２，０２１

 5 住宅費 ３８，８３４ △２，４９１ ３６，３４３

 9 消防費 ７６２，８２２ △５５，８３７ ７０６，９８５

 1 消防費 ７６２，８２２ △５５，８３７ ７０６，９８５

補 正 前 の 額 補 正 額 計



(単位：千円)

款 項

10 教育費 ３，５７３，５５３ １，７４０，１１７ ５，３１３，６７０

 1 教育総務費 ８４０，９０６ △２，０６８ ８３８，８３８

 2 小学校費 ４２２，８３９ ３６６，５５８ ７８９，３９７

 3 中学校費 ３３５，９８８ △６，８９２ ３２９，０９６

 6 社会教育費 ９１５，８６３ △１０，４５７ ９０５，４０６

 7 保健体育費 ９４７，６５５ １，３９２，９７６ ２，３４０，６３１

12 公債費 １，６７４，７２１ △８，３２０ １，６６６，４０１

 1 公債費 １，６７４，７２１ △８，３２０ １，６６６，４０１

２８，５２９，６７５ １，９２２，３８０ ３０，４５２，０５５歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　繰越明許費補正

（追加）

事　　　業　　　名

２ 総務費 １ 総務管理費 甘木鉄道運営費 千円

２ 総務費 ３ 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳管理費 千円

３ 民生費 ２ 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 千円

６ 農林水産業費 １ 農業費 新基本計画実装・農業構造転換支援事業 千円

６ 農林水産業費 １ 農業費 ため池等整備事業 千円

７ 商工費 １ 商工費 「七夕商品券」配布事業 千円

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 下町・西福童１６号線整備事業 千円

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 下岩田・乙隈３０号線整備事業 千円

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 三国・津古５３１０号線道路整備事業 千円

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 開１道路新設改良事業 千円

259,209

9,000

189,782

91,766

36,000

16,500

12,930

10,190

款 項 金　　額

9,369

1,848



８ 土木費 ３ 河川費 河川維持補修事業 千円

８ 土木費 ４ 都市計画費 公園管理費 千円

８ 土木費 ４ 都市計画費 公園施設長寿命化対策事業 千円

１０ 教育費 ２ 小学校費 味坂小学校改修事業 千円

１０ 教育費 ２ 小学校費 東野小学校改修事業 千円

１０ 教育費 ２ 小学校費 小学校照明改修事業 千円

１０ 教育費 ７ 保健体育費 運動公園管理費 千円

１０ 教育費 ７ 保健体育費 学校給食センター管理費 千円

（変更）

事　　　業　　　名

９ 消防費 １ 消防費 消防ポンプ自動車更新事業 50,800 千円 0 千円

207,000

32,439

1,367,923

款 項 補正前の金額 補正後の金額

99,811

40,000

8,991

32,000

71,622
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（追加）

事　　　項

（変更）

期　　間 期　　間

令和８年度

令和８年度

令和７年度から令和１０年度

令和７年度から令和８年度

令和７年度から令和８年度水泳授業民間委託業務 ４０，０３０千円 補正前に同じ ３７，６１６千円

がん検診等委託業務 １４８，７４３千円 補正前に同じ １１９，１００千円

市指定ごみ袋調達事業 ３８，４２０千円 補正前に同じ １８，６４５千円

公共施設等総合管理計画策定委託業務 ２５，２０１千円 補正前に同じ ２３，１００千円

老人福祉計画作成委託業務 ３，５６４千円 補正前に同じ １，４０８千円

期　　　　　　　間 限　　度　　額

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合基幹的
設備改良工事負担金（令和７年度起債
分）

令和８年度から令和２７年度
総額 439,233千円を限度額とする借入金及びこれに対
する利子の合計額

事　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限　　度　　額 限　　度　　額

　第３表　債務負担行為補正



期　　間 期　　間
事　　　　項

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

限　　度　　額 限　　度　　額

令和８年度

令和８年度

令和８年度

令和８年度

令和７年度から令和１２年度

文化会館舞台機構設備改修工事 ２４，４２０千円 補正前に同じ １９，４０４千円

学校給食調理等委託業務（小郡小・三国
小・のぞみが丘小・東野小）

５４３，４６０千円 補正前に同じ ４８３，４２４千円

味坂小学校改修事業設計監理委託業務 ２，６００千円 補正前に同じ １，４２２千円

東野小学校改修事業設計監理委託業務 ３，１００千円 補正前に同じ １，８１１千円

小郡小学校校舎改築事業設計監理委託業
務

４，８００千円 補正前に同じ ２，２３３千円
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（追加）
限　度　額 起債の方法

農林水産業債 証書借入

農業農村整備事業債　　 14,800 又は

教育債 証券発行

学校給食施設建設事業債　 1,145,600

（変更） （単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利   率 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利   率 償還の方法

総務債 証書借入 ４.０％以内 補正前に ６.０％以内 補正前に

地域鉄道対策事業債 19,800 又は 29,100 同じ 同じ

衛生債 証券発行

保健福祉施設改修事業債 92,800 88,400

農林水産業債　　

公共事業等債 33,400 27,700

農業施設整備事業債 60,000 41,400

土木債　　

地方道路等整備事業債 218,800 159,700

道路舗装事業債 16,300 14,900

公共事業等債 68,900 96,300

道路新設改良事業債 24,200 0

側溝整備事業債　 16,700 10,300

河川整備事業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255,000 195,000

公園整備事業債 4,500 19,500

消防債　　　　

緊急防災・減災事業債 54,100 3,300

　政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者と協定するところ

による。
　ただし、市財政の
都合により、据置期
間及び償還期限を短
縮し、若しくは繰上
償還又は低利に借換
することができる。

(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の

利率）

(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の

利率）

６．０％以内 　政府資金については、その融資条件により、銀行その
他の場合には、その債権者と協定するところによる。
　ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限
を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することがで
きる。

(ただし､利率見直し方式で借り入れる資
金について、利率の見直しを行った後
においては、当該見直し後の利率）

起　債　の　目　的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

第４表　地方債補正

（単位：千円）
起　債　の　目　的 利　　率 償　還　の　方　法



（単位：千円）

限　度　額 起債の方法 利   率 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利   率 償還の方法

教育債

小学校校舎建設事業債 5,200 2,400

小学校施設改修事業債 29,400 294,200

中学校施設改修事業債　 37,000 35,000

中学校長寿命化改良事業債 24,000 21,200

文化施設改修事業債 102,100 99,100

運動公園整備事業債　　 73,200 76,700

起　債　の　目　的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後
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１．総括

（歳入） (単位：千円)

款

 1 市税 ７，３０３，２６４ ３４０，６２０ ７，６４３，８８４

12 地方交付税 ４，７４７，７５２ ３４０，９８４ ５，０８８，７３６

14 分担金及び負担金 １８２，７４５ ６，８９１ １８９，６３６

16 国庫支出金 ６，１４６，０３５ ３００，４６４ ６，４４６，４９９

17 県支出金 ２，８３２，８３７ １１１，３３６ ２，９４４，１７３

18 財産収入 ３７，５６９ ２，２９６ ３９，８６５

19 寄附金 ５２１，１９１ △６６，５４２ ４５４，６４９

20 繰入金 １，６８４，４９６ △６７０，７０２ １，０１３，７９４

21 繰越金 ３５５，１７１ ４５３，４６８ ８０８，６３９

22 諸収入 ７３５，２３３ △１３５，６３５ ５９９，５９８

23 市債 １，４４８，０００ １，２３９，２００ ２，６８７，２００

２８，５２９，６７５ １，９２２，３８０ ３０，４５２，０５５

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計



（歳出） (単位：千円)

款

 2 総務費 3,954,321 258,087 4,212,408 △20,508 9,300 △270,377 539,672

 3 民生費 13,055,070 △42,787 13,012,283 △91,429 0 △1,403 50,045

 4 衛生費 2,341,590 △81,747 2,259,843 △665 △4,400 6,085 △82,767

 5 労働費 1,987 △1,500 487 △1,472 0 0 △28

 6 農林水産業費 499,696 238,605 738,301 228,352 △9,500 3,756 15,997

 7 商工費 379,730 △3,980 375,750 △7,499 0 △517 4,036

 8 土木費 2,050,204 △120,258 1,929,946 35,304 △108,700 △8,530 △38,332

 9 消防費 762,822 △55,837 706,985 0 △50,800 △547 △4,490

10 教育費 3,573,553 1,740,117 5,313,670 269,750 1,403,300 36,465 30,602

12 公債費 1,674,721 △8,320 1,666,401 0 0 0 △8,320

28,529,675 1,922,380 30,452,055 411,833 1,239,200 △235,068 506,415歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

- 13 -





歳　　　入





２．歳入

第  1 款 市税 第  1 項 市民税 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 個人 3,220,461 58,764 3,279,225  1 現年課税分 58,764 〔税務課〕

○収入見込額 58,764

 2 法人 377,672 34,537 412,209  1 現年課税分 34,537 〔税務課〕

○収入見込額 34,537

計 3,598,133 93,301 3,691,434

第  1 款 市税 第  2 項 固定資産税 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 固定資産税 3,101,093 240,000 3,341,093  1 現年課税分 240,000 〔税務課〕

○収入見込額 240,000

計 3,110,567 240,000 3,350,567

第  1 款 市税 第  3 項 軽自動車税 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 環境性能割 8,306 2,566 10,872  1 環境性能割 2,566 〔税務課〕

○収入見込額 2,566

 2 種別割 175,547 4,753 180,300  1 現年課税分 4,753 〔税務課〕

○収入見込額 4,753

計 183,853 7,319 191,172

第 12 款 地方交付税 第  1 項 地方交付税 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 地方交付税 4,747,752 340,984 5,088,736  1 地方交付税 340,984 〔財政課〕

○普通交付税 340,984

計 4,747,752 340,984 5,088,736

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

- 15 -



- 16 -

第 14 款 分担金及び負担金 第  1 項 分担金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 衛生費分担金 10,294 △ 3,250 7,044  1 上水道費分担金 △ 3,250 〔生活環境課〕

○上水道配水管布設分担金 △ 3,250

 2 農林水産業費分担 14,169 10,141 24,310  1 かんがい排水事業 10,141 〔農業振興課〕

金 分担金 ○県営両筑平野かんがい排水二期事業分担金 1,141

○県営農業水利施設保全合理化事業分担金 9,000

計 24,463 6,891 31,354

第 16 款 国庫支出金 第  1 項 国庫負担金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 民生費国庫負担金 4,343,620 24,685 4,368,305  1 社会福祉費負担金 2,000 〔福祉課〕

○補装具負担金 2,000

 2 保険基盤安定負担 1,818 〔国保年金課〕

金 ○保険基盤安定負担金【保険者支援分】 1,818

 4 児童福祉費負担金 51,569 〔保育所・幼稚園課〕

○教育・保育給付費負担金 51,569

 6 児童手当負担金 △ 30,702 〔子ども育成課〕

○児童手当負担金 △ 30,702

計 4,343,953 24,685 4,368,638

第 16 款 国庫支出金 第  2 項 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 民生費国庫補助金 895,972 △ 1,000 894,972  3 児童福祉費補助金 △ 1,000 〔子ども育成課〕

○物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 △ 1,000

 3 土木費国庫補助金 95,967 36,955 132,922  1 道路橋梁費補助金 22,622 〔河川治水・建設課〕

○社会資本整備総合交付金（地活交付金） 27,798

金 額
説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分



第 16 款 国庫支出金 第  2 項 国庫補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

〔施設管理課〕

○社会資本整備総合交付金（道路拡幅事業分） △ 1,876

○社会資本整備総合交付金（橋梁分） △ 3,300

 2 住宅費補助金 △ 667 〔都市計画課〕

○社会資本整備総合交付金（耐震改修促進事業） △ 300

○社会資本整備総合交付金（ブロック塀等撤去促進事業） △ 367

 3 都市計画費補助金 15,000 〔施設管理課〕

○社会資本整備総合交付金（公園事業分） 15,000

 4 教育費国庫補助金 63,261 295,206 358,467  1 小学校費補助金 106,110 〔教育総務課〕

○学校施設環境改善交付金 106,110

4 保健体育費補助金 189,096 〔教育総務課〕

○学校施設環境改善交付金 189,096

 5 総務費国庫補助金 720,819 △ 55,382 665,437  1 総務管理費補助金 △ 55,382 〔経営戦略課〕

○地方創生臨時交付金 △ 59,145

〔市民課〕

○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,763

計 1,783,435 275,779 2,059,214

第 17 款 県支出金 第  1 項 県負担金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 民生費県負担金 1,676,874 9,061 1,685,935  1 社会福祉費負担金 1,000 〔福祉課〕

○補装具費負担金 1,000

 2 保険基盤安定負担 7,577 〔国保年金課〕

金 ○保険基盤安定負担金【保険料（税）軽減分】 6,669

○保険基盤安定負担金【保険者支援分】 908

 3 児童福祉費負担金 7,391 〔保育所・幼稚園課〕

○教育・保育給付費負担金 7,391

 4 児童手当負担金 △ 6,907 〔子ども育成課〕

○児童手当負担金 △ 6,907

計 1,677,400 9,061 1,686,461

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

金 額
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

区 分

- 17 -



- 18 -

第 17 款 県支出金 第  2 項 県補助金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 総務費県補助金 24,934 △ 11,229 13,705  2 国土調査費補助金 △ 11,229 〔施設管理課〕

○国土調査費補助金 △ 11,229

 2 民生費県補助金 518,021 △ 102,373 415,648  2 老人福祉費補助金 △ 84,873 〔長寿支援課〕

○福岡住みよか事業補助金 △ 150

○地域密着型施設等整備補助金 △ 84,723

 3 児童福祉費補助金 △ 17,500 〔保育所・幼稚園課〕

○保育対策総合支援事業費補助金 △ 17,500

 3 衛生費県補助金 8,985 △ 665 8,320  1 清掃費補助金 △ 665 〔生活環境課〕

○プラスチック分別収集・再資源化実証事業費補助金 △ 665

 4 労働費県補助金 1,547 △ 1,547 0  1 労働費補助金 △ 1,547 〔商工観光課〕

○福岡県若年者専修学校等技能習得資金貸付事業補助金 △ 1,547

 5 農林水産業費県補 179,529 228,569 408,098  1 農業費補助金 228,569 〔農業振興課〕

助金 ○国営造成施設管理体制整備強化支援事業費補助金 △ 179

○水田農業担い手機械導入支援事業費補助金 △ 9,271

○活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金 △ 1,751

○畜産振興総合対策事業補助金 △ 267

○農業人材力強化総合支援事業費補助金 △ 30,975

○多面的機能支払交付金 △ 2,872

○環境保全型農業直接支払交付金 △ 167

○農村整備総合事業補助金 18,589

○農業農村整備事業補助金 7,400

○新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金 249,660

○強い農業構造確立推進事業補助金 △ 1,373

〔農業委員会事務局〕

○農業委員会補助金 △ 225

 9 土木費県補助金 1,470 △ 826 644  1 住宅費補助金 △ 826 〔都市計画課〕

○性能向上改修促進事業補助金 △ 645

○ブロック塀等撤去促進事業補助金 △ 181

計 959,799 111,929 1,071,728

金 額
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

区 分



第 17 款 県支出金 第  3 項 委託金 （単位 ： 千円）

節   

目

 3 土木費委託金 12,735 △ 825 11,910  1 土木管理費委託金 △ 825 〔施設管理課〕

○県道街路樹管理委託金 △ 825

 4 教育費委託金 10,411 △ 8,829 1,582  2 社会教育費委託金 △ 8,829 〔文化財課〕

○文化財発掘調査委託金 △ 8,829

計 195,638 △ 9,654 185,984

第 18 款 財産収入 第  1 項 財産運用収入 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 利子及び配当金 11,684 3,445 15,129  1 利子及び配当金 3,445 〔会計課〕

○基金利子 3,445

計 25,568 3,445 29,013

第 18 款 財産収入 第  2 項 財産売払収入 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 物品売払収入 2,001 △ 1,149 852  1 物品売払収入 △ 1,149 〔防災安全課〕

○公用車売払収入 △ 1,149

計 12,001 △ 1,149 10,852

第 19 款 寄附金 第  1 項 寄附金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 総務費寄附金 514,138 △ 67,042 447,096  2 まちづくり支援寄 △ 100,000 〔商工観光課〕

附金 ○ふるさと寄附金 △ 100,000

 3 企業版ふるさと納 32,679 〔新公共マネジメント推進課〕

税寄附金 ○企業版ふるさと納税寄附金 32,679

4 市民活動支援費指 279 〔コミュニティ推進課〕

定寄付金 ○市民活動支援費指定寄付金 279

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

金 額
説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
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- 20 -

第 19 款 寄附金 第  1 項 寄附金 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 教育費寄附金 6,553 500 7,053  1 図書館費寄附金 100 〔生涯学習課〕

○図書購入費指定寄附金 100

5 学校指定寄附金 400 〔教育総務課〕

○学校指定寄附金 400

計 521,191 △ 66,542 454,649

第 20 款 繰入金 第  1 項 特別会計繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 2 工業団地整備事業 0 8,300 8,300  1 工業団地整備事業 8,300 〔都市開発課〕

特別会計繰入金 特別会計繰入金 ○工業団地整備事業特別会計繰入金 8,300

計 28,962 8,300 37,262

第 20 款 繰入金 第  2 項 基金繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 財政調整基金繰入 959,192 △ 631,753 327,439  1 財政調整基金繰入 △ 631,753 〔財政課〕

金 金 ○財政調整基金繰入金 △ 631,753

 2 公共施設等整備基 118,641 △ 2,161 116,480  1 公共施設等整備基 △ 2,161 〔河川治水・建設課〕

金繰入金 金繰入金 ○公共施設等整備基金繰入金 △ 900

〔施設管理課〕

○公共施設等整備基金繰入金 △ 360

〔生涯学習課〕

○公共施設等整備基金繰入金 △ 344

〔教育総務課〕

○公共施設等整備基金繰入金 △ 557

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額



第 20 款 繰入金 第  2 項 基金繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 3 埋蔵文化財調査基 7,472 14,968 22,440  1 埋蔵文化財調査基 14,968 〔文化財課〕

金繰入金 金繰入金 ○埋蔵文化財調査基金繰入金 14,968

 5 災害対策基金繰入 4,331 △ 547 3,784  1 災害対策基金繰入 △ 547 〔防災安全課〕

金 金 ○災害対策基金繰入金 △ 547

 6 まちづくり支援基 565,478 △ 59,509 505,969  1 まちづくり支援基 △ 59,509 〔農業振興課〕

金繰入金 金繰入金 ○まちづくり支援基金繰入金 △ 5,648

〔商工観光課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 39,737

〔河川治水・建設課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 6,309

〔都市計画課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 704

〔学校教育課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 2,352

〔文化財課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 152

〔コミュニティ推進課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 3,846

〔子ども育成課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 200

〔新公共マネジメント推進課〕

○まちづくり支援基金繰入金 △ 561

計 1,655,534 △ 679,002 976,532

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額
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- 22 -

第 21 款 繰越金 第  1 項 繰越金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 繰越金 355,171 453,468 808,639  1 繰越金 453,468 〔財政課〕

○繰越金 453,468

計 355,171 453,468 808,639

第 22 款 諸収入 第  3 項 雑入 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 雑入 728,000 △ 135,635 592,365  2 雑入 △ 135,635 〔人事課〕

○派遣職員負担金 10,278

〔財政課〕

○その他の雑入 103

〔生活環境課〕

○火葬場事務受託負担金 △ 623

〔都市計画課〕

○損害金 △ 3,098

〔福祉課〕

○その他の雑入 383

〔国保年金課〕

○福岡県後期高齢者医療広域連合受託金 △ 320

〔文化財課〕

○雇用保険個人負担金 △ 6

○文化財発掘調査受託金 △ 9,337

〔新公共マネジメント推進課〕

○デジタル基盤改革支援補助金 △ 133,015

計 728,702 △ 135,635 593,067

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明



第 23 款 市債 第  1 項 市債 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 総務債 74,000 9,300 83,300  1 総務債 9,300 〔経営戦略課〕

○地域鉄道対策事業債 9,300

 3 衛生債 115,700 △ 4,400 111,300  1 保健衛生債 △ 4,400 〔健康課〕

○保健福祉施設改修事業債 △ 4,400

 4 農林水産業債 93,400 △ 9,500 83,900  1 農業債 △ 9,500 〔農業振興課〕

○農業農村整備事業債 14,800

○公共事業等債 △ 5,700

○農業施設整備事業債 △ 18,600

 5 土木債 604,400 △ 108,700 495,700  1 道路橋梁債 △ 63,700 〔河川治水・建設課〕

○地方道路等整備事業債 △ 42,800

○道路新設改良事業債 △ 14,100

○公共事業等債 30,100

○側溝整備事業債 △ 6,400

〔施設管理課〕

○地方道路等整備事業債 △ 16,300

○道路新設改良事業債 △ 10,100

○公共事業等債 △ 1,700

○道路舗装事業債 △ 1,400

〔文化財課〕

○公共事業等債 △ 1,000

 2 河川債 △ 60,000 〔河川治水・建設課〕

○河川整備事業債 △ 60,000

 3 公園債 15,000 〔施設管理課〕

○公園整備事業債 15,000

 6 消防債 54,100 △ 50,800 3,300  1 消防債 △ 50,800 〔防災安全課〕

○緊急防災・減災事業債 △ 50,800

 7 教育債 433,200 1,403,300 1,836,500  1 小学校債 262,000 〔教育総務課〕

○小学校校舎建設事業債 △ 2,800

○小学校施設改修事業債 264,800

 2 社会教育債 △ 3,000 〔生涯学習課〕

○文化施設改修事業債 △ 3,000

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

- 23 -
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第 23 款 市債 第  1 項 市債 （単位 ： 千円）

節   

目

 3 中学校債 △ 4,800 〔教育総務課〕

○中学校長寿命化改良事業債 △ 2,800

○中学校施設改修事業債 △ 2,000

 4 保健体育債 1,149,100 〔教育総務課〕

○学校給食施設建設事業債 1,145,600

〔スポーツ課〕

○運動公園整備事業債 3,500

計 1,448,000 1,239,200 2,687,200

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明



歳　　　出





３．歳出

第  2 款 総務費 第  1 項 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 一般管理費 1,221,517 △9,066 1,212,451 △12,955 279 3,610  3 職員手当等 △1,622 〔人事課〕

（内訳） （内訳） 10 需用費 △444

国庫支出金 寄附金 11 役務費 △1,309 ◆一般職人件費 6,970

△12,955 279 12 委託料 △638 ○ 負担金、補助及び交付金 6,970

13 使用料及び △929 ・ 退職手当組合特別負担金 6,970

賃借料

18 負担金、補 △4,124 ◆人事管理費 △2,737

助及び交付 ○ 職員手当等 △1,233

金 ・ 期末勤勉手当（パート会計年度任用：日額）

△1,233

○ 負担金、補助及び交付金 △1,504

・ 職員厚生会補助金 △1,504

〔コミュニティ推進課〕

◆市民活動支援費 △344

○ 役務費 △344

・ ふれあい保険料 △344

〔人事課〕

◆定額減税不足額給付金事業 △389

○ 職員手当等 △389

・ 時間外勤務手当（職員） △389

〔税務課〕

◆定額減税不足額給付金事業 △12,566

○ 需用費 △444

・ 消耗品費 △66

・ 印刷製本費 △298

・ 修繕料 △80

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  2 款 総務費 第  1 項 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 役務費 △965

・ 通信運搬費 △965

○ 委託料 △638

・ 労働者派遣委託料（臨時給付金支援業務） △638

○ 使用料及び賃借料 △929

・ 機器リース料 △929

○ 負担金、補助及び交付金 △9,590

・ 臨時・特別給付金 △9,590

 2 文書広報費 45,512 △1,471 44,041 △1,471 10 需用費 △1,471 〔経営戦略課〕

◆公聴広報費 △1,471

○ 需用費 △1,471

・ 印刷製本費 △1,471

 4 会計管理費 27,040 △4,248 22,792 △4,248 0 12 委託料 △4,248 〔会計課〕

（内訳）

諸収入 ◆会計管理費 △4,248

△4,248 ○ 委託料 △4,248

・ システム標準化対応業務委託料 △4,248

 5 財産管理費 163,454 98,112 261,566 △561 98,673 10 需用費 △3,000 〔財政課〕

（内訳） 12 委託料 △2,804

繰入金 24 積立金 103,916 ◆庁舎管理費 △5,243

△561 ○ 需用費 △3,000

・ 光熱水費 △3,000

○ 委託料 △2,243

・ 電話交換業務及び受付案内業務委託料 △2,243

〔新公共マネジメント推進課〕

◆公共施設等総合管理事業 △561

○ 委託料 △561

・ 公共施設等総合管理計画策定委託料 △561

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  2 款 総務費 第  1 項 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

〔財政課〕

◆庁舎建設事業 103,916

○ 積立金 103,916

・ 庁舎建設基金積立金 103,916

 6 企画費 1,277,154 △358,188 918,966 △87 9,300 △253,147 △114,254  1 報酬 △295 〔経営戦略課〕

（内訳） （内訳）  7 報償費 △23,000

国庫支出金 寄附金  8 旅費 △89 ◆甘木鉄道運営費 9,369

△87 △100,000 10 需用費 △100 ○ 負担金、補助及び交付金 9,369

繰入金 11 役務費 △5,950 ・ 安全輸送設備等整備事業負担金 9,369

△39,220 12 委託料 △134,470

諸収入 13 使用料及び △103,604 ◆まちづくり支援事業 1,426

△113,927 賃借料 ○ 積立金 1,426

18 負担金、補 7,894 ・ まちづくり支援基金積立金 1,426

助及び交付

金 〔商工観光課〕

24 積立金 △98,574

◆ふるさと納税推進事業 △139,220

○ 報酬 △295

・ パート会計年度任用（日額） △295

○ 報償費 △23,000

・ ふるさと納税謝礼 △23,000

○ 旅費 △3

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △3

○ 需用費 △100

・ 印刷製本費 △100

○ 役務費 △4,950

・ 通信運搬費 △3,550

・ 手数料 △1,400

○ 委託料 △3,500

・ ふるさと納税支援業務委託料 △3,500

○ 使用料及び賃借料 △7,372

・ システム使用料 △7,372

○ 積立金 △100,000

・ まちづくり支援基金積立金 △100,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  2 款 総務費 第  1 項 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

〔経営戦略課〕

◆シティプロモーション事業 △86

○ 旅費 △86

・ 特別旅費 △86

〔新公共マネジメント推進課〕

◆自治体ＤＸ推進事業 △229,677

○ 役務費 △1,000

・ 手数料 △1,000

○ 委託料 △130,970

・ 労働者派遣委託料（ＲＰＡ支援業務） △970

・ システム標準化対応業務委託料 △130,000

○ 使用料及び賃借料 △96,232

・ システム使用料 △1,500

・ ガバメントクラウドサービス利用料 △94,732

○ 負担金、補助及び交付金 △1,475

・ 地域活性化起業人制度負担金 △1,475

 7 情報管理費 320,072 △61,129 258,943 △28 △61,101 11 役務費 △1,523 〔新公共マネジメント推進課〕

（内訳） 12 委託料 △17,299

諸収入 13 使用料及び △42,307 ◆基幹システム管理費 △46,649

△28 賃借料 ○ 委託料 △4,356

・ システム構築委託料 △4,356

○ 使用料及び賃借料 △42,293

・ ハードウェア及びソフトウェアリース料 △795

・ システム使用料 △41,498

◆情報システム管理費 △14,480

○ 役務費 △1,523

・ 通信運搬費 △1,523

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  2 款 総務費 第  1 項 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 委託料 △12,943

・ 情報系機器保守委託料 △1,624

・ システム設定委託料 △10,835

・ 通信機器設定業務委託料 △484

○ 使用料及び賃借料 △14

・ システム使用料 △14

11 国土調査費 56,572 △12,745 43,827 △11,229 △1,516  1 報酬 △442 〔施設管理課〕

（内訳） 10 需用費 △679

県支出金 11 役務費 △100 ◆地籍調査事業 △12,745

△11,229 12 委託料 △11,524 ○ 報酬 △442

・ 国土調査実施地区推進委員報酬 △442

○ 需用費 △679

・ 消耗品費 △679

○ 役務費 △100

・ 通信運搬費 △100

○ 委託料 △11,524

・ 測量調査等委託料 △11,524

14 財政調整基 774 421,647 422,421 421,647 24 積立金 421,647 〔財政課〕

金費

◆財政調整基金費 421,647

○ 積立金 421,647

・ 財政調整基金積立金 421,647

15 公共施設等 0 118,197 118,197 118,197 24 積立金 118,197 〔財政課〕

整備基金費

◆公共施設等整備基金費 118,197

○ 積立金 118,197

・ 公共施設等整備基金積立金 118,197

16 土地開発基 0 34 34 34 24 積立金 34 〔財政課〕

金費

◆土地開発基金費 34

○ 積立金 34

・ 土地開発基金積立金 34

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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- 30 -

第  2 款 総務費 第  1 項 総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

17 減債基金費 0 100,099 100,099 100,099 24 積立金 100,099 〔財政課〕

◆減債基金費 100,099

○ 積立金 100,099

・ 減債基金積立金 100,099

計 3,320,587 291,242 3,611,829 △24,271 9,300 △257,705 563,918

第  2 款 総務費 第  2 項 徴税費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 賦課徴収費 101,870 △8,815 93,055 △4,752 △4,063 12 委託料 △8,815 〔税務課〕

（内訳）

諸収入 ◆賦課事務費 △8,815

△4,752 ○ 委託料 △8,815

・ システム改修委託料 △4,063

・ システム標準化対応業務委託料 △4,752

計 304,332 △8,815 295,517 △4,752 △4,063

第  2 款 総務費 第  3 項 戸籍住民基本台帳費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 戸籍住民基 183,960 △8,049 175,911 3,763 △7,920 △3,892  8 旅費 △176 〔市民課〕

本台帳費 （内訳） （内訳） 11 役務費 △927

国庫支出金 諸収入 12 委託料 △6,176 ◆戸籍住民基本台帳管理費 921

3,763 △7,920 13 使用料及び △770 ○ 役務費 △927

賃借料 ・ 通信運搬費 △927

○ 委託料 1,848

・ システム改修委託料 1,848

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  2 款 総務費 第  3 項 戸籍住民基本台帳費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆マイナンバーカード交付事務費 △770

○ 使用料及び賃借料 △770

・ 複写機賃借料 △104

・ 住基ネット関連機器リース料 △666

◆窓口業務ＤＸ管理費 △8,024

○ 委託料 △8,024

・ システム改修委託料 △8,024

〔新公共マネジメント推進課〕

◆窓口業務ＤＸ管理費 △176

○ 旅費 △176

・ 特別旅費 △176

計 183,960 △8,049 175,911 3,763 △7,920 △3,892

第  2 款 総務費 第  4 項 選挙費 （単位 ： 千円）

節       

目

 4 市長選挙費 21,860 △16,291 5,569 △16,291  1 報酬 △961 〔人事課〕

 3 職員手当等 △878

 7 報償費 △4,675 ◆市長選挙費 △878

 8 旅費 △3 ○ 職員手当等 △878

10 需用費 △170 ・ 時間外勤務手当（職員） △878

11 役務費 △4,338

12 委託料 △1,358 〔選挙管理委員会事務局〕

13 使用料及び △295

賃借料 ◆市長選挙費 △15,413

18 負担金、補 △3,613 ○ 報酬 △961

助及び交付 ・ 選挙長・投票管理者・投票立会人・選挙立会人報酬

金 △695

・ パート会計年度任用（日額） △266

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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- 32 -

第  2 款 総務費 第  4 項 選挙費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 報償費 △4,675

・ 投・開票事務従事者謝金 △4,675

○ 旅費 △3

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △3

○ 需用費 △170

・ 消耗品費 △47

・ 食糧費 △10

・ 印刷製本費 △63

・ 修繕料 △50

○ 役務費 △4,338

・ 通信運搬費 △3,936

・ 手数料 △402

○ 委託料 △1,358

・ ポスター掲示場設置委託料 △164

・ 選挙公報配布等委託料 △59

・ 投票所シート等回収業務委託料 △27

・ インターネット広告委託料 △80

・ 労働者派遣委託料（投開票所運営補助業務）

△1,028

○ 使用料及び賃借料 △295

・ 選挙物資送致料 △39

・ 施設使用料 △20

・ システム使用料 △160

・ 複合機賃借料 △48

・ 携帯電話借上料 △13

・ パソコンレンタル料 △15

○ 負担金、補助及び交付金 △3,613

・ 選挙運動公費負担金 △3,613

計 85,468 △16,291 69,177 △16,291

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  3 款 民生費 第  1 項 社会福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 社会福祉総 882,387 15,118 897,505 △10,927 26,045  1 報酬 △142 〔福祉課〕

務費 （内訳）  8 旅費 △2

国庫支出金 10 需用費 △94 ◆社会福祉総務費 9,522

△18,504 11 役務費 △53 ○ 償還金、利子及び割引料 9,522

県支出金 12 委託料 △3,306 ・ 国庫補助金返還金 9,058

7,577 18 負担金、補 △15,560 ・ 県費補助金返還金 464

助及び交付

金 〔国保年金課〕

22 償還金、利 9,522

子及び割引 ◆国民健康保険事業特別会計繰出金 24,753

料 ○ 繰出金 24,753

27 繰出金 24,753 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 12,219

・ 国保特別会計保険基盤安定繰出金【保険料（税）軽

減分】 8,895

・ 国保特別会計保険基盤安定繰出金【保険者支援分】

3,639

〔福祉課〕

◆住民税非課税・子育て世帯重点支援給付金事業

△15,560

○ 負担金、補助及び交付金 △15,560

・ 臨時・特別給付金 △15,560

〔経営戦略課〕

◆物価高騰支援「お米」のお届け便事業 △3,597

○ 報酬 △142

・ パート会計年度任用（日額） △142

○ 旅費 △2

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △2

○ 需用費 △94

・ 消耗品費 △20

・ 印刷製本費 △74

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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- 34 -

第  3 款 民生費 第  1 項 社会福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 役務費 △53

・ 通信運搬費 △53

○ 委託料 △3,306

・ 米配送業務委託料 △3,306

 2 心身障害者 3,137,871 4,000 3,141,871 3,000 1,000 19 扶助費 4,000 〔福祉課〕

福祉費 （内訳）

国庫支出金 ◆補装具給付費 4,000

2,000 ○ 扶助費 4,000

県支出金 ・ 身障補装具給付費 4,000

1,000

 3 人権・同和 144,867 △2,676 142,191 △2,676 12 委託料 △2,520 〔人権・同和対策課〕

対策費 13 使用料及び △156

賃借料 ◆二タ集会所管理費 △156

○ 使用料及び賃借料 △156

・ 印刷機賃借料 △156

◆大崎市民館管理費 △2,520

○ 委託料 △2,520

・ 基本計画等業務委託料 △2,520

 4 高齢者福祉 1,160,995 △88,135 1,072,860 △84,873 △1,403 △1,859 12 委託料 △2,800 〔長寿支援課〕

費 （内訳） （内訳） 18 負担金、補 △85,023

県支出金 諸収入 助及び交付 ◆高齢者福祉総務費 △86,120

△84,873 △1,403 金 ○ 委託料 △1,397

27 繰出金 △312 ・ 老人福祉計画作成業務委託料 △1,397

○ 負担金、補助及び交付金 △84,723

・ 地域密着型施設等整備補助金 △84,723

◆在宅老人対策費 △300

○ 負担金、補助及び交付金 △300

・ 小郡市すみよか事業助成金 △300

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  3 款 民生費 第  1 項 社会福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆介護保険事業特別会計繰出金 △312

○ 繰出金 △312

・ 介護保険事業特別会計繰出金 △312

◆地域包括支援センター運営費 △1,403

○ 委託料 △1,403

・ システム標準化対応業務委託料 △1,403

計 6,603,236 △71,693 6,531,543 △92,800 △1,403 22,510

第  3 款 民生費 第  2 項 児童福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 児童福祉総 149,181 1,317 150,498 1,317 22 償還金、利 1,317 〔こども家庭支援課〕

務費 子及び割引

料 ◆児童福祉総務費 1,317

○ 償還金、利子及び割引料 1,317

・ 国庫補助金返還金 1,317

 2 児童措置費 4,494,610 30,305 4,524,915 1,764 28,541 12 委託料 △1,000 〔保育所・幼稚園課〕

（内訳） 18 負担金、補 △20,000

国庫支出金 助及び交付 ◆私立保育園運営費 78,815

18,780 金 ○ 負担金、補助及び交付金 △20,000

県支出金 19 扶助費 51,305 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 △20,000

△17,016 ○ 扶助費 98,815

・ 保育所運営委託費 86,217

・ 施設型給付費 12,598

〔子ども育成課〕

◆児童手当支給費 △47,510

○ 扶助費 △47,510

・ 児童手当 △47,510

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

- 35 -



- 36 -

第  3 款 民生費 第  2 項 児童福祉費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆物価高対応子育て応援手当支給事業 △1,000

○ 委託料 △1,000

・ システム改修委託料 △1,000

 3 児童福祉施 648,783 △3,269 645,514 △393 △2,876 12 委託料 △3,269 〔保育所・幼稚園課〕

設費 （内訳）

国庫支出金 ◆公立保育所総務費 △3,269

△393 ○ 委託料 △3,269

・ 労働者派遣委託料（保育業務） △3,269

 4 母子父子福 14,510 553 15,063 553 22 償還金、利 553 〔こども家庭支援課〕

祉費 子及び割引

料 ◆母子父子福祉費 553

○ 償還金、利子及び割引料 553

・ 国庫負担金返還金 243

・ 国庫補助金返還金 188

・ 県費負担金返還金 122

計 5,577,998 28,906 5,606,904 1,371 27,535

第  4 款 衛生費 第  1 項 保健衛生費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 保健衛生総 200,517 0 200,517 10,278 △10,278

務費 （内訳）

諸収入

10,278

 2 予防費 499,571 924 500,495 △320 1,244 12 委託料 924 〔健康課〕

（内訳）

諸収入 ◆予防接種費 1,254

△320 ○ 委託料 1,254

・ システム改修委託料 1,254

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  4 款 衛生費 第  1 項 保健衛生費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 △330

○ 委託料 △330

・ レセプト調査分析委託料 △330

 3 環境衛生費 129,160 △7,000 122,160 △623 △6,377 12 委託料 △7,000 〔生活環境課〕

（内訳）

諸収入 ◆河北苑管理費 △7,000

△623 ○ 委託料 △7,000

・ 河北苑管理業務委託料 △7,000

 4 総合保健福 327,636 △4,863 322,773 △4,400 △463 14 工事請負費 △4,863 〔健康課〕

祉センター

費 ◆総合保健福祉センター管理費 △4,863

○ 工事請負費 △4,863

・ 照明灯設置工事 △4,863

計 1,156,884 △10,939 1,145,945 △4,400 9,335 △15,874

第  4 款 衛生費 第  2 項 清掃費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 じん芥処理 1,015,530 △57,808 957,722 △665 △57,143 12 委託料 △1,376 〔生活環境課〕

費 （内訳） 18 負担金、補 △56,444

県支出金 助及び交付 ◆一般廃棄物処理費 △1,364

△665 金 ○ 委託料 △1,376

24 積立金 12 ・ プラスチック分別収集実証実験委託料 △1,376

○ 積立金 12

・ 資源回収基金積立金 12

◆廃棄物処理施設管理運営費 △56,444

○ 負担金、補助及び交付金 △56,444

・ 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合負担金△56,444

計 1,108,403 △57,808 1,050,595 △665 △57,143

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

- 37 -



- 38 -

第  4 款 衛生費 第  3 項 上水道費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 上水道施設 76,303 △13,000 63,303 △3,250 △9,750 18 負担金、補 △13,000 〔生活環境課〕

整備費 （内訳） 助及び交付

分担金 金 ◆上水道施設整備事業 △13,000

△3,250 ○ 負担金、補助及び交付金 △13,000

・ 上水道埋設工事負担金 △13,000

計 76,303 △13,000 63,303 △3,250 △9,750

第  5 款 労働費 第  1 項 労働諸費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 労働総務費 1,987 △1,500 487 △1,472 △28 18 負担金、補 △28 〔商工観光課〕

（内訳） 助及び交付

県支出金 金 ◆労働総務費 △1,500

△1,472 20 貸付金 △1,472 ○ 負担金、補助及び交付金 △28

・ 久留米広域勤労者福祉サービスセンター負担金

△28

○ 貸付金 △1,472

・ 福岡県若年者専修学校等技能習得資金貸付金

△1,472

計 1,987 △1,500 487 △1,472 △28

第  6 款 農林水産業費 第  1 項 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 農業委員会 39,150 △553 38,597 △192 △737 376  1 報酬 184 〔農業委員会事務局〕

費 （内訳） （内訳） 12 委託料 △737

県支出金 諸収入 ◆農業委員会費 △553

△192 △737 ○ 報酬 184

・ 農業委員報酬 184

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  6 款 農林水産業費 第  1 項 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 委託料 △737

・ システム改修委託料 △737

 2 農業総務費 96,871 △840 96,031 △250 △590  1 報酬 △140 〔農業振興課〕

（内訳） 10 需用費 △200

国庫支出金 18 負担金、補 △500 ◆農業総務費 △340

△250 助及び交付 ○ 報酬 △140

金 ・ パート会計年度任用（日額） △140

○ 需用費 △200

・ 光熱水費 △200

◆農業基本計画推進事業 △500

○ 負担金、補助及び交付金 △500

・ 地元農産物特産品化補助金 △500

 3 農業振興費 202,899 206,952 409,851 203,251 △5,648 9,349 18 負担金、補 206,952 〔農業振興課〕

（内訳） （内訳） 助及び交付

県支出金 繰入金 金 ◆農業振興費 △200

203,251 △5,648 ○ 負担金、補助及び交付金 △200

・ 野菜価格安定事業費資金造成負担金 △200

◆水田農業担い手機械導入支援事業 △13,907

○ 負担金、補助及び交付金 △13,907

・ 水田農業担い手機械導入支援事業費補助金

△13,907

◆活力ある高収益型園芸産地育成事業 △1,751

○ 負担金、補助及び交付金 △1,751

・ 活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金

△1,751

◆農業次世代人材投資事業 △30,975

○ 負担金、補助及び交付金 △30,975

・ 農業次世代人材投資事業費交付金 △10,350

・ 経営発展支援事業費補助金 △20,625

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

- 39 -



- 40 -

第  6 款 農林水産業費 第  1 項 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆多面的機能発揮促進事業 △4,051

○ 負担金、補助及び交付金 △4,051

・ 多面的機能支払交付金 △3,829

・ 環境保全型農業直接支払交付金 △222

◆新基本計画実装・農業構造転換支援事業 259,209

○ 負担金、補助及び交付金 259,209

・ 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金

259,209

◆強い農業構造確立推進事業 △1,373

○ 負担金、補助及び交付金 △1,373

・ 強い農業構造確立推進事業補助金 △1,373

 4 畜産業費 3,547 △267 3,280 △267 0 18 負担金、補 △267 〔農業振興課〕

（内訳） 助及び交付

県支出金 金 ◆畜産振興費 △267

△267 ○ 負担金、補助及び交付金 △267

・ 畜産振興総合対策事業補助金 △267

 5 農地費 149,525 33,267 182,792 25,810 △9,500 10,141 6,816 12 委託料 9,000 〔農業振興課〕

（内訳） （内訳） 18 負担金、補 24,267

県支出金 分担金 助及び交付 ◆農地費一般事業 28,625

25,810 10,141 金 ○ 負担金、補助及び交付金 28,625

・ 県営両筑二期事業負担金 11,418

・ 県営農業水利施設保全合理化事業負担金 18,000

・ 床島水路擁壁改修事業負担金 △585

・ 両筑地区河川応急対策事業負担金 △208

◆ため池等整備事業 5,000

○ 委託料 9,000

・ 耐震診断業務委託料 9,000

○ 負担金、補助及び交付金 △4,000

・ 県営ため池等整備事業負担金 △4,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  6 款 農林水産業費 第  1 項 農業費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆国営造成施設管理体制整備強化事業 △358

○ 負担金、補助及び交付金 △358

・ 国営造成施設管理体制整備強化支援事業費補助金

△358

計 491,992 238,559 730,551 228,352 △9,500 3,756 15,951

第  6 款 農林水産業費 第  2 項 林業費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 林業振興費 7,704 46 7,750 46 24 積立金 46 〔農業振興課〕

◆森林づくり推進費 46

○ 積立金 46

・ 森林環境譲与税基金積立金 46

計 7,704 46 7,750 46

第  7 款 商工費 第  1 項 商工費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 商工総務費 82,798 0 82,798 △75 75

（内訳）

県支出金

△75

 2 商工業振興 260,339 △2,855 257,484 △7,449 4,594 10 需用費 △68 〔商工観光課〕

費 （内訳） 11 役務費 △7

国庫支出金 18 負担金、補 △2,780 ◆商工業振興対策費 △2,855

△7,449 助及び交付 ○ 需用費 △68

金 ・ 消耗品費 △68

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  7 款 商工費 第  1 項 商工費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 役務費 △7

・ 手数料 △7

○ 負担金、補助及び交付金 △2,780

・ 運送事業者等支援金 △2,780

 4 観光費 28,129 △1,125 27,004 25 △517 △633 12 委託料 △80 〔商工観光課〕

（内訳） （内訳） 18 負担金、補 △1,045

国庫支出金 繰入金 助及び交付 ◆インフォメーションセンター管理運営事業 △80

25 △517 金 ○ 委託料 △80

・ インフォメーションセンター運営委託料 △80

◆七夕プロジェクト事業 △1,045

○ 負担金、補助及び交付金 △1,045

・ 小郡市民まつり補助金 △1,045

計 379,730 △3,980 375,750 △7,499 △517 4,036

第  8 款 土木費 第  2 項 道路橋梁費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 道路橋梁総 22,296 △100 22,196 △100  8 旅費 △100 〔河川治水・建設課〕

務費

◆道路橋梁総務費 △100

○ 旅費 △100

・ 特別旅費 △100

 2 道路維持費 200,176 △6,988 193,188 △825 △6,163 12 委託料 △6,238 〔施設管理課〕

（内訳） 16 公有財産購 △750

県支出金 入費 ◆道路維持補修事業 △6,988

△825 ○ 委託料 △6,238

・ 清掃業務委託料 △313

・ 駅前モニュメント点検委託料 △200

・ 街路樹管理委託料 △1,900

・ 県道街路樹管理委託料 △825

・ 立木等伐採委託料 △3,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  8 款 土木費 第  2 項 道路橋梁費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 公有財産購入費 △750

・ 用地買収費 △750

 3 道路新設改 372,746 △51,373 321,373 25,922 △57,300 △7,558 △12,437  1 報酬 △370 〔施設管理課〕

良費 （内訳） （内訳）  4 共済費 △2

国庫支出金 繰入金  8 旅費 △6 ◆市道舗装事業 △5,336

25,922 △7,558 10 需用費 △101 ○ 工事請負費 △5,336

11 役務費 △1,451 ・ 市道舗装工事 △5,336

12 委託料 △40,241

13 使用料及び △1,316 〔河川治水・建設課〕

賃借料

14 工事請負費 2,764 ◆下町・西福童１６号線整備事業【社会交付金】

16 公有財産購 5,929 21,603

入費 ○ 委託料 △700

21 補償、補填 △16,579 ・ 物件調査等委託料 △700

及び賠償金 ○ 工事請負費 22,000

・ 本工事 22,000

○ 公有財産購入費 7,000

・ 用地買収費 7,000

○ 補償、補填及び賠償金 △6,697

・ 物件等移転補償費 △6,697

〔文化財課〕

◆下町・西福童１６号線整備事業【社会交付金】

△1,800

○ 報酬 △370

・ パート会計年度任用（日額） △370

○ 共済費 △2

・ 労災保険料 △2

○ 旅費 △6

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △6

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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- 44 -
第  8 款 土木費 第  2 項 道路橋梁費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 需用費 △101

・ 消耗品費 △41

・ 燃料費 △30

・ 印刷製本費 △30

○ 役務費 △5

・ し尿汲取り料 △5

○ 使用料及び賃借料 △1,316

・ 機材借上料 △1,316

〔河川治水・建設課〕

◆市道改良事業【単独】 △1,446

○ 役務費 △346

・ 手数料 △346

○ 工事請負費 △400

・ 本工事 △400

○ 公有財産購入費 △500

・ 用地買収費 △500

○ 補償、補填及び賠償金 △200

・ 補償費 △200

〔施設管理課〕

◆小郡・西福童３０８１号線道路整備事業 △15,941

○ 委託料 △15,941

・ 測量設計等業務委託料 △15,941

◆三国・津古５３１０号線道路整備事業 △13,500

○ 工事請負費 △13,500

・ 市道改良工事 △13,500

〔河川治水・建設課〕

◆上西鯵坂・平方１９号線道路整備事業 △22,600

○ 役務費 △500

・ 手数料 △500

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  8 款 土木費 第  2 項 道路橋梁費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 委託料 △22,100

・ 測量業務委託料 △12,600

・ 物件調査等委託料 △9,500

〔施設管理課〕

◆開１道路新設改良事業 △2,253

○ 公有財産購入費 △1,571

・ 用地買収費 △1,571

○ 補償、補填及び賠償金 △682

・ 物件等移転補償費 △682

〔河川治水・建設課〕

◆下岩田・乙隈３０号線整備事業 △10,100

○ 役務費 △600

・ 手数料 △600

○ 委託料 △1,500

・ 建物調査業務委託料 △1,500

○ 公有財産購入費 1,000

・ 用地買収費 1,000

○ 補償、補填及び賠償金 △9,000

・ 補償費 △9,000

 4 橋梁維持費 45,266 0 45,266 △3,300 3,300

（内訳）

国庫支出金

△3,300

 5 排水路整備 35,201 △8,479 26,722 △6,400 △2,079 14 工事請負費 △8,500 〔河川治水・建設課〕

事業費 24 積立金 21

◆排水路整備事業 △8,479

○ 工事請負費 △8,500

・ 排水路整備工事 △8,500

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  8 款 土木費 第  2 項 道路橋梁費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 積立金 21

・ 若山堤整備基金積立金 21

計 675,685 △66,940 608,745 21,797 △63,700 △7,558 △17,479

第  8 款 土木費 第  3 項 河川費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 河川総務費 8,103 △3,711 4,392 △3,711  1 報酬 △2,622 〔河川治水・建設課〕

 3 職員手当等 △758

 4 共済費 △259 ◆河川総務費 △3,711

 8 旅費 △72 ○ 報酬 △2,622

・ パート会計年度任用（月額） △2,622

○ 職員手当等 △758

・ 期末勤勉手当（パート会計年度任用：月額）△758

○ 共済費 △259

・ 職員共済組合負担金 △254

・ 職員共済組合事務費 △5

○ 旅費 △72

・ 費用弁償（パート会計年度任用：月額） △72

 2 河川維持費 262,977 △60,163 202,814 △60,000 △163 0 14 工事請負費 △56,000 〔河川治水・建設課〕

（内訳） 16 公有財産購 △3,900

繰入金 入費 ◆河川維持補修事業 △60,163

△163 17 備品購入費 △163 ○ 工事請負費 △56,000

21 補償、補填 △100 ・ 本工事 △56,000

及び賠償金 ○ 公有財産購入費 △3,900

・ 用地買収費 △3,900

○ 備品購入費 △163

・ 河川モニタリングシステム △163

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  8 款 土木費 第  3 項 河川費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 補償、補填及び賠償金 △100

・ 補償費 △100

計 271,080 △63,874 207,206 △60,000 △163 △3,711

第  8 款 土木費 第  4 項 都市計画費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 都市計画総 120,581 △769 119,812 △704 △65  1 報酬 △65 〔都市計画課〕

務費 （内訳） 11 役務費 △110

繰入金 13 使用料及び △594 ◆地域公共交通費 △769

△704 賃借料 ○ 報酬 △65

・ 地域公共交通活性化協議会委員報酬 △65

○ 役務費 △110

・ 通信運搬費 △110

○ 使用料及び賃借料 △594

・ システム使用料 △594

 3 公園費 112,889 27,073 139,962 15,000 15,000 △2,927  1 報酬 △403 〔施設管理課〕

（内訳）  8 旅費 △5

国庫支出金 12 委託料 △1,000 ◆公園管理費 △4,927

15,000 13 使用料及び △3,519 ○ 報酬 △403

賃借料 ・ パート会計年度任用（日額） △403

14 工事請負費 32,000 ○ 旅費 △5

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △5

○ 委託料 △1,000

・ 植木等管理委託料 △1,000

○ 使用料及び賃借料 △3,519

・ ＬＥＤ照明器具リース料 △3,519

◆公園施設長寿命化対策事業 32,000

○ 工事請負費 32,000

・ 遊具改修工事 32,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  8 款 土木費 第  4 項 都市計画費 （単位 ： 千円）

節       

目

 5 公共下水道 655,456 △13,257 642,199 △13,257 18 負担金、補 △13,257 〔河川治水・建設課〕

事業費 助及び交付

金 ◆下水道事業会計繰出金 △7,153

○ 負担金、補助及び交付金 △7,153

・ 下水道事業負担金 △7,153

〔下水道課〕

◆下水道事業会計繰出金 △6,104

○ 負担金、補助及び交付金 △6,104

・ 下水道事業負担金 △6,104

計 888,974 13,047 902,021 15,000 15,000 △704 △16,249

第  8 款 土木費 第  5 項 住宅費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 住宅管理費 38,834 △2,491 36,343 △1,493 △105 △893 11 役務費 △105 〔都市計画課〕

（内訳） （内訳） 18 負担金、補 △2,386

国庫支出金 使用料 助及び交付 ◆市営住宅管理運営費 △105

△667 △105 金 ○ 役務費 △105

県支出金 ・ 保険料 △105

△826

◆住宅耐震改修促進事業 △890

○ 負担金、補助及び交付金 △890

・ 木造住宅性能向上改修工事費補助金 △890

◆空き家利活用促進事業 △763

○ 負担金、補助及び交付金 △763

・ 空き家バンク登録物件購入等補助金 △763

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第  8 款 土木費 第  5 項 住宅費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆ブロック塀等撤去促進事業 △733

○ 負担金、補助及び交付金 △733

・ ブロック塀等撤去費補助金 △733

計 38,834 △2,491 36,343 △1,493 △105 △893

第  9 款 消防費 第  1 項 消防費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 非常備消防 46,651 △214 46,437 △214 11 役務費 △214 〔防災安全課〕

費

◆消防団管理運営費 △214

○ 役務費 △214

・ 保険料 △214

 3 消防施設費 67,456 △50,800 16,656 △50,800 0 17 備品購入費 △50,800 〔防災安全課〕

◆消防施設管理費 △50,800

○ 備品購入費 △50,800

・ 消防ポンプ自動車 △50,800

 4 水防費 5,863 △5,052 811 △5,052  1 報酬 △4,866 〔防災安全課〕

 8 旅費 △186

◆水防対策費 △5,052

○ 報酬 △4,866

・ 消防団員報酬 △4,866

○ 旅費 △186

・ 費用弁償 △186

 5 災害対策費 25,546 229 25,775 △547 776 10 需用費 △147 〔防災安全課〕

（内訳） 12 委託料 △400

繰入金 24 積立金 776 ◆災害対策事業 376

△547 ○ 委託料 △400

・ 排水ポンプ車作業委託料 △400

○ 積立金 776

・ 災害対策基金積立金 776

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第  9 款 消防費 第  1 項 消防費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆災害時備蓄事業 △147

○ 需用費 △147

・ 消耗品費 △147

計 762,822 △55,837 706,985 △50,800 △547 △4,490

第 10 款 教育費 第  1 項 教育総務費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 事務局費 795,593 △2,068 793,525 △1,952 △116 12 委託料 △2,245 〔学校教育課〕

（内訳） 13 使用料及び △228

寄附金 賃借料 ◆事務局総務費 △121

400 24 積立金 405 ○ 委託料 107

繰入金 ・ 弁護士業務委託料 107

△2,352 ○ 使用料及び賃借料 △228

・ 機器レンタル料 △228

〔教育総務課〕

◆事務局総務費 405

○ 積立金 405

・ 学校教育振興基金積立金 405

〔学校教育課〕

◆ＧＩＧＡスクール構想事業 △2,352

○ 委託料 △2,352

・ ＩＣＴ支援業務委託料 △2,352

計 840,906 △2,068 838,838 △1,952 △116

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第 10 款 教育費 第  2 項 小学校費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 学校管理費 270,659 △300 270,359 △300 11 役務費 △300 〔学校教育課〕

◆小学校一般管理費 △300

○ 役務費 △300

・ 手数料 △300

 3 学校建設費 43,400 366,858 410,258 106,110 262,000 △1,252 12 委託料 △7,862 〔教育総務課〕

（内訳） 14 工事請負費 374,720

国庫支出金 ◆味坂小学校改修事業 69,280

106,110 ○ 委託料 △720

・ 設計監理業務委託料 △920

・ 浄化槽清掃消毒業務委託料 200

○ 工事請負費 70,000

・ トイレ改修工事 70,000

◆大原小学校改修事業 △280

○ 工事請負費 △280

・ 通級教室改修工事 △280

◆東野小学校改修事業 96,886

○ 委託料 △1,114

・ 設計監理業務委託料 △1,114

○ 工事請負費 98,000

・ トイレ改修工事 98,000

◆小学校照明改修事業 204,760

○ 委託料 △2,240

・ 設計業務委託料 △2,240

○ 工事請負費 207,000

・ 照明設備改修工事 207,000

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

- 51 -



- 52 -

第 10 款 教育費 第  2 項 小学校費 （単位 ： 千円）

節       

目

◆小郡小学校校舎改築事業 △3,788

○ 委託料 △3,788

・ 設計監理業務委託料 △3,788

計 422,839 366,558 789,397 106,110 262,000 △1,552

第 10 款 教育費 第  3 項 中学校費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 学校管理費 139,174 △300 138,874 △300 11 役務費 △300 〔学校教育課〕

◆中学校一般管理費 △300

○ 役務費 △300

・ 手数料 △300

 2 教育振興費 123,414 △1,287 122,127 △1,287 13 使用料及び △1,287 〔教育総務課〕

賃借料

◆教育振興総務費 △1,287

○ 使用料及び賃借料 △1,287

・ ソフトライセンス料 △1,287

 3 学校建設費 73,400 △5,305 68,095 △4,800 △557 52 14 工事請負費 △5,305 〔教育総務課〕

（内訳）

繰入金 ◆小郡中学校改修事業 △2,557

△557 ○ 工事請負費 △2,557

・ 防球ネット改修工事 △2,557

◆小郡中学校大規模改造事業 △2,748

○ 工事請負費 △2,748

・ 校舎改修工事 △2,748

計 335,988 △6,892 329,096 △4,800 △557 △1,535

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第 10 款 教育費 第  6 項 社会教育費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 社会教育総 182,109 △3,845 178,264 △3,846 1 18 負担金、補 △3,846 〔子ども育成課〕

務費 （内訳） 助及び交付

寄附金 金 ◆青少年教育事業 1

200 24 積立金 1 ○ 積立金 1

繰入金 ・ 青少年育成基金積立金 1

△4,046

〔コミュニティ推進課〕

◆コミュニティ推進事業 △3,846

○ 負担金、補助及び交付金 △3,846

・ 公民館類似施設建築費補助金 △3,846

 3 文化振興費 168,982 △3,581 165,401 △3,000 △344 △237 14 工事請負費 △3,344 〔生涯学習課〕

（内訳） 17 備品購入費 △237

繰入金 ◆文化会館管理費 △3,581

△344 ○ 工事請負費 △3,344

・ 施設改修工事 △3,344

○ 備品購入費 △237

・ ＡＥＤ △237

 4 図書館費 124,323 84 124,407 △10 100 △6 12 委託料 △16 〔生涯学習課〕

（内訳） （内訳） 17 備品購入費 100

国庫支出金 寄附金 ◆図書館管理費 84

△10 100 ○ 委託料 △16

・ 野田資料館展示委託料 △16

○ 備品購入費 100

・ 図書備品 100

 5 文化財総務 115,881 2 115,883 2 24 積立金 2 〔文化財課〕

費

◆文化財保護費 2

○ 積立金 2

・ 松崎宿油屋保存整備基金積立金 1

・ 小郡市文化遺産保存及び活用等に関する基金積立金

1

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

- 53 -



- 54 -

第 10 款 教育費 第  6 項 社会教育費 （単位 ： 千円）

節       

目

 6 文化財調査 27,729 △9,206 18,523 △8,829 △377 0  1 報酬 △5,920 〔文化財課〕

費 （内訳） （内訳）  4 共済費 △97

県支出金 諸収入  7 報償費 △16 ◆緊急調査 △8,832

△8,829 △377  8 旅費 △106 ○ 報酬 △5,558

10 需用費 △735 ・ パート会計年度任用（日額） △5,558

11 役務費 △21 ○ 共済費 △97

12 委託料 △501 ・ 職員共済組合負担金 △29

13 使用料及び △1,810 ・ 職員共済組合事務費 △2

賃借料 ・ 社会保険料 △39

・ 労災保険料 △18

・ 雇用保険料 △9

○ 報償費 △16

・ 調査指導員謝金 △16

○ 旅費 △100

・ 費用弁償 △4

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △90

・ 普通旅費 △6

○ 需用費 △735

・ 消耗品費 △175

・ 燃料費 △57

・ 食糧費 △3

・ 印刷製本費 △460

・ 修繕料 △40

○ 役務費 △15

・ し尿汲取り料 △15

○ 委託料 △501

・ 測量調査等委託料 △501

○ 使用料及び賃借料 △1,810

・ 機材借上料 △1,810

◆大板井遺跡３４ △374

○ 報酬 △362

・ パート会計年度任用（日額） △362

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第 10 款 教育費 第  6 項 社会教育費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 旅費 △6

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △6

○ 役務費 △6

・ し尿汲取り料 △6

 7 文化財発掘 126,786 6,089 132,875 6,002 87  1 報酬 △7,706 〔文化財課〕

受託調査費 （内訳）  4 共済費 △360

繰入金  7 報償費 △32 ◆福童町遺跡１７ 3,583

14,968  8 旅費 △137 ○ 償還金、利子及び割引料 3,583

諸収入 10 需用費 △556 ・ 発掘調査受託金返還金 3,583

△8,966 12 委託料 △251

13 使用料及び △5,357 ◆緊急調査 △2,143

賃借料 ○ 報酬 △7,706

22 償還金、利 13,430 ・ パート会計年度任用（日額） △7,706

子及び割引 ○ 共済費 △272

料 ・ 職員共済組合負担金 △98

24 積立金 7,058 ・ 職員共済組合事務費 △4

・ 社会保険料 △134

・ 労災保険料 △16

・ 雇用保険料 △20

○ 報償費 △32

・ 発掘調査指導謝金 △32

○ 旅費 △137

・ 費用弁償 △7

・ 費用弁償（パート会計年度任用：日額） △124

・ 普通旅費 △6

○ 需用費 △556

・ 燃料費 △55

・ 食糧費 △5

・ 印刷製本費 △476

・ 修繕料 △20

○ 委託料 △251

・ 測量調査等委託料 △251

○ 使用料及び賃借料 △1,357

・ 機材借上料 △1,357

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

- 55 -



- 56 -

第 10 款 教育費 第  6 項 社会教育費 （単位 ： 千円）

節       

目

○ 償還金、利子及び割引料 5,110

・ 発掘調査受託金返還金 5,110

○ 積立金 3,058

・ 小郡市埋蔵文化財調査基金積立金 3,058

◆横隈上内畑遺跡９ 284

○ 共済費 △88

・ 職員共済組合負担金 △33

・ 職員共済組合事務費 △2

・ 社会保険料 △45

・ 雇用保険料 △8

○ 償還金、利子及び割引料 372

・ 発掘調査受託金返還金 372

◆大板井遺跡３６ 1,767

○ 償還金、利子及び割引料 1,767

・ 発掘調査受託金返還金 1,767

◆大板井遺跡３７ 2,580

○ 償還金、利子及び割引料 2,580

・ 発掘調査受託金返還金 2,580

◆上岩田遺跡１６ 18

○ 償還金、利子及び割引料 18

・ 発掘調査受託金返還金 18

◆大板井遺跡４１ 0

○ 使用料及び賃借料 △4,000

・ 機材借上料 △4,000

○ 積立金 4,000

・ 小郡市埋蔵文化財調査基金積立金 4,000

計 915,863 △10,457 905,406 △8,839 △3,000 1,535 △153

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



第 10 款 教育費 第  7 項 保健体育費 （単位 ： 千円）

節       

目

 2 体育施設費 336,760 31,560 368,320 3,500 37,439 △9,379 10 需用費 △741 〔スポーツ課〕

（内訳） 12 委託料 △138

寄附金 14 工事請負費 32,439 ◆体育館管理費 △341

37,439 ○ 需用費 △341

・ 光熱水費 △341

◆運動公園管理費 31,901

○ 需用費 △400

・ 光熱水費 △400

○ 委託料 △138

・ 設計委託料 △138

○ 工事請負費 32,439

・ スピードガン設置工事 32,439

 3 学校給食費 473,980 1,361,416 1,835,396 172,479 1,145,600 43,337 12 委託料 △4,200 〔教育総務課〕

（内訳） 14 工事請負費 △2,307

国庫支出金 16 公有財産購 1,367,923 ◆学校給食一般管理費 △2,307

172,479 入費 ○ 工事請負費 △2,307

・ 遊具改修工事 △1,447

・ 照明設備改修工事 △860

◆学校給食センター管理費 1,363,723

○ 委託料 △4,200

・ 給食搬送業務委託料 △4,200

○ 公有財産購入費 1,367,923

・ 施設取得費 1,367,923

計 947,655 1,392,976 2,340,631 172,479 1,149,100 37,439 33,958

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源
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第 12 款 公債費 第  1 項 公債費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 元金 1,596,879 △2,990 1,593,889 △2,990 22 償還金、利 △2,990 〔財政課〕

子及び割引

料 ◆長期債償還元金 △2,990

○ 償還金、利子及び割引料 △2,990

・ 長期債元金償還金 △2,990

 2 利子 77,842 △5,330 72,512 △5,330 22 償還金、利 △5,330 〔財政課〕

子及び割引

料 ◆長期債償還利子 △5,330

○ 償還金、利子及び割引料 △5,330

・ 長期債利子償還金 △5,330

計 1,674,721 △8,320 1,666,401 △8,320

区 分 金 額
説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源


